
 

 

 

 

 

令和６年９月 20日 開会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 第６回紫波町教育委員会定例会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紫波町教育委員会 



1 

 

令和６年度 第６回紫波町教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 日  時   令和６年９月 20日 午後４時 00分から午後４時 28分まで 

１ 場  所  紫波町役場 会議室 301 

１ 出 席 者  教 育 長         侘 美   淳  

        教育長職務代理者     畠 山 秀一郎 

委  員         滝 澤 真千子  

 

１ 説 明 員  教育部長         葛   博 之 

学校教育課長       楠 美 富 栄 

生涯学習課長       須 川 範 一 

こども課長        小 川   篤 

学校給食センター所長   古 内 広 貴 

教育総務課副課長     阿 部   雄 

学校教育課副課長     中 島 芳 久 

こども課副課長      大 石 範 仁 

こども課副課長      佐 藤 久 美 

 

付議事件 

 

日程第１  会期の決定について 

日程第２  議案第１号 

臨時専決処理に関し承認を求めることについて 

 

議事の大要 

（開会 午後４時 00分） 

 

○ 侘美教育長 

ただいまから、令和６年度第６回紫波町教育委員会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

ただいまの出席委員は３名であります。 

定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

森田委員、内城委員からは、欠席の連絡がありました。 

 

本日の会議日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

日程に入るに先立ち、行事報告及び行事予定について説明します。 

 

（本年８月から令和６年度第８回（10 月定例会）教育委員会定例会までの教

育委員会関係行事報告及び行事予定について） 

 

○ 侘美教育長 

日程第１ 「会期の決定について」を議題にします。 
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お諮りいたします。 

今定例会の会期は、本日１日限りといたしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○ 侘美教育長 

異議なしと認めます。 

会期は、本日１日限りと決定しました。 

 

○ 侘美教育長 

日程第２ 議案第１号「臨時専決処理に関し承認を求めることについて」を議

題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

○ 葛教育部長 

議案第１号につきましてご説明申し上げます。令和６年９月紫波町議会定例会

に教育委員会に関する議案を町長が提案するに当たり、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第 29条の規定により、教育委員会としての意見を求められ、

緊急を要する事項であるため、紫波町教育委員会教育長に対する事務委任等に関

する規則第４条第１項の規定により臨時専決処理したものであります。詳細につ

いては、教育総務課副課長から説明いたします。 

 

（阿部教育総務課副課長詳細説明） 

 

 

○ 侘美教育長 

質疑を行います。 質疑はありませんか。 

（質疑の有無を催促） 

 

○ 滝澤委員 

増築校舎が建設されるまでの間、令和 7年度の教室は足りるのでしょうか。 

 

○ 葛教育部長 

令和8年4月からは増築校舎が供用開始されますが、それまでの間については、

特別教室を普通教室化することで対応したいと考えております。３階の音楽室を

教室化、図書室一部 PCルームの普通教室化を行います。また、今年度の工事の

なかで、エアコンの整備、机椅子の整備を行います。 

 

○ 畠山委員、教育長職務代理者 

    増築部分の構造をみると、教室が９教室整備されるのでしょうか。 

 

 ○ 葛教育部長 

基本的には９部屋できます。 
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３階の１室については多目的スペースとして整備することで、学級数が増えてきた

場合は教室としても使用できる見込みです。 

 

○ 畠山委員、教育長職務代理者 

    増築部分の校舎を利用する学年は決まっているのでしょうか。 

 

○ 葛教育部長 

低学年ではなく、高学年を想定していますが、具体的には学校側との協議にな

るかと思います。 

 

○ 畠山委員、教育長職務代理者 

    契約金額は、当初議会に提案した債務負担行為額に収まっているのでしょうか。 

 

 ○ 葛教育部長 

過日議会に提案した債務負担行為の設定額の範囲に収まっている。要求水準を

満たしているのものなので、仮に今後部材の変更等があっても、契約の範囲内で

行います。 

 

これで質疑を終わります。 

 

    これから、議案第１号「臨時専決処理に関し承認を求めることについて」を採

決します。 

 

    お諮りします。 

    本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（｢異議なし｣の声あり） 

  

○ 侘美教育長 

異議なしと認めます。 

議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

○ 侘美教育長 

以上で、付議事件の審議は、終了いたしました。 

続いて、その他に入ります。事務局から説明願います。 

 

○ 阿部副課長 

 次回教育委員会は臨時会で１０月１日（月）16時 00分から会議室３０１にて

開催します。よろしくお願いいたします。 

 

○ 侘美教育長 

（質疑の有無を催促） 

（「なし」の声あり｡） 
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○ 侘美教育長 

   以上で本日の日程は、全部終了いたしました。会議を閉じます。 

   令和６年度 第６回紫波町教育委員会定例会を閉会します。 

（閉会 午後４時 28分） 


